
文部科学省共済組合よりお知らせ

お手持ちの健康保険証 の
（文部科学省共済組合組合員証・被扶養者証）

有効期限は です！令和７年１２月１日まで

現在お持ちの健康保険証が「文部科学省共済組合組合員証」「文部科学省
共済組合被扶養者証」である場合は、令和７年１２月２日以降使用できな
くなりますので、ご注意ください。

◆ 資格確認書の発行については所属の共済組合各支部へお問い合わせください。

マイナ保険証

への早期切替にご協力をお願いします

切替の方法などは厚生労働省のご案内をご覧ください

マイナンバーカードの健康保険証利用方法（厚生労働省HP）

この部分をご確認ください
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